
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「「街街並並みみ誘誘導導型型」」地地区区計計画画のの仕仕組組みみ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
用用途途地地域域のの変変更更（（案案））--地地区区計計画画のの策策定定ととああわわせせてて用用途途地地域域のの一一部部をを変変更更ししまますす--  

◎前面道路幅員による容積率制限の緩和が受けられる 
◎道路斜線・北側斜線が緩和される 

◆前面道路幅員による容積率制限と道路斜線等が緩和されると．．．． 
●容積率は次のように緩和されます。（ただし、指定容積率が上限です） 

◎１号壁面線（鎌倉通り）に接する敷地 

：８ｍ×６０％（住居系用途地域は４０％） 

現状は、6ｍ～７ｍとなっています 

◎２号壁面線に接する敷地 

：（前面道路幅員＋１ｍ）×６０％（住居系用途地域は４０％） 

壁面の位置が制限される距離×２が加算されます 

－１－ 

きたざわ づくり

  

平成１８年５月 発行：世田谷区生活拠点整備担当部拠点整備第一課 Ｖｏｌ．１４ 

 

下北沢駅周辺地区 

街づくり通信 地区計画の内容に適合する計画をたてる 
（1 号壁面線、2 号壁面線に接する敷地であること） 

このお知らせは、対象地区にお住まいの方、土地・建物を所有されている方や周辺の方などにお届けしています。 

下北沢駅周辺地区地区計画（原案）および説明会開催のお知らせ！！ 

昨年３月に下北沢駅周辺地区地区計画（素案）の説明会を開催して以降、世田谷区では、

皆様への個別説明会や関係機関との協議・調整を進め、いただいたご意見等を検討のうえ、

素案に修正を加えた下北沢駅周辺地区地区計画（原案）を作成しました。 

本通信では、原案の内容、説明会の開催、今後のスケジュール等についてご案内します。 

   世田谷区生活拠点整備担当部拠点整備第一課拠点整備担当 
     住所：〒154-8504 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

     電話：０３－５４３２－２６２４（直通）  FAX：０３－５４３２－３１０７ 

     ホームページ：区のホームページ（http://www.city.setagaya.tokyo.jp）からもご覧になれます 

            直接のアドレスは、http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/kitazawa/machidukurika 

－12－ 

■ 「地区計画（原案）」 
説明会を開催します 

 

■ 今後のスケジュール 

地区計画（素案）説明会 
（平成１７年３月２４日）

地区計画（原案）説明会 

地区計画原案の公告・縦覧・意見書の提出
（都市計画法第１６条） 

縦覧期間 
 平成１８年５月２９日（月）～６月１２日（月）
意見書提出期間 
 平成１８年５月２９日（月）～６月１９日（月）
縦覧・意見書提出先 
 世田谷区生活拠点整備担当部拠点整備第一課、

北沢総合支所街づくり課 

※都市計画法第 16 条の意見は、地区計画の区域内に土地を所有して

いる方、土地に係わる権利のある方が対象となります。 

 都市計画法第 17 条の意見は、上記 16 条の対象者のほか、区域周

辺の区民など広く対象としています。 

地区計画の策定、用途地域の変更は、１８年度中を予定しています。

－
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－
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5-3 
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日影ｈ 
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用 途  

変更後 
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300％ 
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60％ 
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変更前 
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300％ 
200％ 
容積率 

60％ 
60％ 

建ﾍﾟｲ率 

一 住 
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変更後 
変更前 

（5） 

5-3 
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300％ 
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80％ 
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建ﾍﾟｲ率 
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用 途  

変更後 
変更前 

（4） 

道路斜線

道 路 

道路斜線が緩和
されることによ
り、有効に活用
できる部分 

特定行政庁（区長）から「制限の特例の認定」を受ける 

現在指定されている高
度地区（北側からの斜線
制限）は、なくなります。

●道路斜線等が緩和されると下
のように建物が建てられます。

現在、東京都と

協議中です。 

地区計画(案)-区の手続き- 用途地域変更(案)-都の手続き-

公告・縦覧・意見書の提出 公告・縦覧・意見書の提出

（都市計画法第１７条） （都市計画法第１７条） 

世田谷区都市計画審議会
諮問（都市計画法第１９条）

東京都都市計画審議会諮問

（都市計画法第１９条） 

都市計画の決定告示・縦
覧（都市計画法第２０条）

都市計画の決定告示・縦覧

（都市計画法第２０条） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図解解－－１１                                  図図解解－－２２  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図図解解－－３３  
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■名称：下北沢駅周辺地区地区計画 

■位置：大原一丁目、北沢一丁目、北沢二丁目、代沢二丁目、代沢五丁目、代田二丁目、代田五丁目及び代田六丁目各地内 

■面積：約 ２５．０ha 

■地区計画の目標 

下北沢駅周辺地区は、小田急線と井の頭線が交差する交通の要衝にあり、古くから北沢地域の商業中心の街として栄え、本区の都市

整備方針においても広域生活拠点に位置付けられている。また、個々の魅力的な商店街や劇場に代表される「下北沢の文化」が形成さ

れ、それらが住宅地と調和しながら発展してきている。しかしながら、道路等の都市基盤が不足しており、歩行者の安全・快適な買物

空間の形成、合理的な土地の利用、防災性の向上などが課題となっている。 

小田急線の連続立体交差事業や都市計画道路等の都市計画施設整備が推進されることに伴い、街の課題解決をめざした一体的な街づ

くりが求められている。当地区では、「街並み誘導型」地区計画も活用し、建築物の用途や形態の原則を定めることにより、土地の合

理的な利用の促進を図り、道路空間の確保と建築物の不燃化を促進させ、秩序ある景観のそろった街並みの形成をめざす。また、歩行

者が主体の安全・快適で、回遊性のある魅力的な商業空間の形成、住み続けられる居住環境の整備など調和のとれた街づくりを進め、

当地区の特徴や資源を活かし街の魅力をさらに発展させ、『生活と文化を育み、地域の“心
しん

”となる安全で住みよい賑わいの街』の形

成をめざしていく。 

 
■区域の整備・開発及び保全に関する方針 

土地利用の方針 
地区計画の目標を実現するため、立地特性を踏まえ次のように地区を区分し、土地利用の方針を定める。 

（1）商業地区Ａ 

新たな都市基盤の整備にあわせ、快適な買い物空間、店舗の連続性、防災性等を備えた、魅力と活気あふれる駅前商業ゾーンを

形成する。都市計画道路沿道では、広域生活拠点にふさわしい都市・商業環境の向上に寄与する空間を備えた、多様な機能が複

合した中高層建築物による街並みを形成し、その他の区域では街並みのそろった中層の商業市街地を形成する。 

（2）商業地区Ｂ 

土地の有効利用による建物更新を促進し、快適な買い物空間、店舗の連続性、防災性等を備え、かつ、現状の親密感ある空間を

活かし、魅力と活気あふれる多彩な街並みのそろった中層の商業ゾーンを形成する。また、都市計画道路沿道では、都市・商業

環境の向上に寄与する空間を備えた多様な機能が複合した中高層建築物による街並みを形成する。 

（3）商業地区Ｃ 

現状の街並みを踏まえつつ、隣接する住宅地環境にも配慮しながら、土地の有効利用による建物更新を促進し、快適な買物空間、

店舗の連続性、防災性等を備え、低中層の街並みがそろった、魅力と活気あふれる近隣住民の日常の買物が便利な商業地を形成

する。 

（4）商業地区Ｄ 

現状の街並みを踏まえつつ、土地の有効利用による建物更新を促進し、快適な買物空間、回遊性、防災性等を備えた商業施設と

住宅が共存する、街並みのそろった住商複合の中層市街地を形成する。 

（5）鎌倉通り沿道地区Ａ 

現状の街並みを踏まえつつ、土地の有効利用による建物更新を促進し、利便性や防災性の高い都市型住宅を誘導し、主要生活道

路沿いの街並みがそろった住商複合の低中層市街地を形成する。 

（6）鎌倉通り沿道地区Ｂ 

現状の街並みを踏まえつつ、土地の有効利用による建物更新を促進し、駅に近く日照・眺望に優れた立地条件を活かした利便性

や防災性の高い都市型住宅を誘導し、主要生活道路沿いの街並みがそろった低中層の住宅市街地を形成する。 

（7）住商共存・協調地区Ａ 

現状の街並みを踏まえつつ、土地の有効利用による建物更新を促進し、良好な居住環境に配慮しつつ店舗等が共存・協調する、

防災性の高い、街並みのそろった低中層の都市型住宅市街地を形成する。 

（8）住商共存・協調地区Ｂ 

現状の街並みを踏まえつつ、土地の有効利用による建物更新を促進し、良好な居住環境が確保され、防災性の高い、街並みのそ

ろった低中層の都市型住宅市街地を形成する。 

（9）茶沢通り等沿道地区 

現状の街並みを踏まえつつ、防災性を備え高さのそろった住商複合の中層市街地を形成する。 

地区施設の整備方針 
1 主要生活道路である鎌倉通りは、地区交通の集散機能を担いかつコミュニティの中心軸を形成するものとして、安全・快適な歩行空

間の整備を図る。そのため沿道部の建替えにあわせて歩道状空地の整備を誘導し、既存道路部分と一体となった幅員８ｍの道路として

機能する空間の確保を図っていく。 

2 井の頭線盛土部分を活用して、都市計画道路補助 210 号線から駅前へのアクセス道路やポケットパーク等の整備を図る。 

3 小田急線地下化後の上部空間を利用して、周辺市街地から駅前広場にアクセスする歩行者通路（緊急車用通路を兼ねる）やポケット

パーク、駐輪場等の整備を図る。 

屋内やピロティ部に
路を設け、高

低差がある場合は、
連続した空間とし、
誰でも用意に経路が
認識できるよう配慮

歩道 歩道状
空地 

貫通通

貫通通路

道路

高低差が生じる場合は、ス
ロープを設けるなど、バリ
アフリー対策に十分配慮 

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

建築物

建築物の
ピロティ

接道部全てに接する 

歩道状空地の幅は、４ｍ
以下 

歩道状空地の幅が４ｍ
を越える部分は、他の広
場状空地として設置 

歩行者が通行可能な
部分を幅１ｍ以上設
ける 

歩道

入り口部をオープ
ンにする、分かり
やすい経路にする
など、誰でも容易
に通行できるよう
配慮 

建築物

歩道 

建築物 

幅員４ｍ以下の部分は、

1.5 倍した面積が公開 

空地面積 

幅員４ｍを超える
部分は、その面積
が公開空地面積 

通行可能な部分を
幅２ｍ以上設ける

幅員４ｍを超える部分は、その面積が公開空地面積 

幅員４ｍ以下の部分は、1.5 倍した面積が公開空地面積 

道 路 等 の 相
互 間 を 自 然
に 通 り 抜 け
るよう配置

貫通通路

通行可能な部分を

幅２ｍ以上設ける 

貫通通路（屋内） 

１ 箇 所 当 た
り の 最 小 面
積は、50 ㎡
以上 

建築物 

歩道

広場状空地

歩道状空地 

広場状空地 

（屋内） 

建築物

建築物のピ
ロティ 

最 小 の 幅 員
は、４ｍを越
えること 

a a 

b

c c

b 

d d

屋外に面する
部分は、オー
プンにする、

にするなど、
屋外から容易
に認識できる
よう配慮 

ガラス仕上げ
広場状空地

歩道歩道状空地

道路等との高低
差は、1.5ｍ以下

高低差がある場合は、道
路等から直接出入りが
出来るものとする 

ロープを設け
るなど、バリアフリー
対策に十分配慮 

また、ス

１Ｆ 

２Ｆ 

３Ｆ 

広場状空地

歩道状空地

屋内やピロティ部分に設ける

場合、天井の各部分の高さは

2.5ｍ以上 
歩道

屋外に面する部分は、オープンにす

る、ガラス仕上げにするなど、屋外

から容易に認識できるよう配慮 

１Ｆ 

２Ｆ 

３Ｆ 

[歩道状空地]

[貫通通路] 

[広場状空地]

他の公開空地や道路等と接する の
長さは、全周長の６分の１以上とする 

a a≧ a+b+c+d 
６ 

天井が地盤
面下にある
地階 

歩行者回遊軸等

地盤面

道路に面する
部分は住宅等
の用途を制限

住宅等の
用途は制
限されな
い 

道 路

敷 地

壁面の位置の制
限を受ける区域

軒

出窓

庇

外開き
のドア

ドライ
エリア

２．５ｍ

P.9  部分にあげ
たこのようなものは、
壁面後退した空間に
と出して設置するこ
とを制限します。 

住商共存・
協 調 地 区
A、B では、
高さ 2.5ｍ
を超える部
分に設置す
るものであ
れば可能で
す。 

[（1）-①] 

[（1）-②] 

[（1）-③] 

歩行者回遊軸等 

a：路地状部分
の最小幅 

住宅等の用
途として利
用可能なゾ
ーン 

路地状敷地 

路地状部分 

b≧ ×２：
らの

距離が最小
幅員 の２
倍以

b 

a
道路か

a
上 

歩行者回遊軸等

住宅等の用途
の制限を受け
る部分 

住宅等の用途
として利用可
能な部分 

住宅等への出

入り口など最

低限必要なも

のは設置可能

敷地 建物

住宅への出入り口

２．５ｍ
を超え
る部分

歩道状空地

ピロティ部分に設ける場
合、天井の各部分の高さは
2.5ｍ以上 

歩行者が通行可能な部分を
幅１ｍ以上設ける 

歩道歩道状空地 

１Ｆ 

２Ｆ 

３Ｆ 

歩道状空地の幅は、
４ｍ以下 
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Ｂ
 

①
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路
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計
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又
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計
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計
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図
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。
 

①
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1
0
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又
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築

物
の
部
分
）
を
有
し
な
い
こ
と
 

③
(
ロ
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欄
の
要
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に
適
合
す
る
公
開
空
地
を
(
ニ
)
欄
に
示
す
条
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確
保
し
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も
の
。
 

④
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市
空
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や
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、
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図
１
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商

業
C

                                     

(
ロ
)
 

公
開
空
地
の
要
件
 

①
公
開
空
地
の
定
義
 

こ
こ
で
い
う
公
開
空
地
と
は
、
敷
地
内
に
設
け
ら
れ
た
、
日
常
一
般
に
公
開
さ
れ
た
空
地
で
、
以
下
の
要
件
を
有
す
る
も
の
。

a
．
歩
道
状
空
地
：
前
面
道
路
に
沿
っ
て
高
低
差
が
な
い
よ
う
設
け
る
歩
行
者
用
の
空
地
（
天
井
の
各
部
分
の
高
さ
２
．
５
ｍ

以
上
の
ピ
ロ
テ
ィ
な
ど
含
む
）
で
、
通
行
可
能
な
部
分
の
幅
員
が
１
ｍ
以
上
あ
る
幅
４
ｍ
以
下
の
部
分
。

原
則
と
し
て
前
面
道
路
に
接
す
る
全
て
の
部
分
に
設
け
る
も
の
で
あ
る
も
の
。
 

b
．
貫
通
通
路
 
：
敷
地
内
を
自
然
に
通
り
抜
け
、
道
路
、
公
園
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
公
共
施
設
（
以
下
「
道
路
等
の
公

共
施
設
」
と
い
う
。
）
の
相
互
間
を
連
絡
す
る
屋
内
外
に
設
け
た
区
画
さ
れ
た
歩
行
者
用
通
路
で
、
通
行

可
能
な
部
分
の
幅
員
が
２
ｍ
以
上
あ
る
も
の
。
 

c
．
広
場
状
空
地
：
建
物
の
屋
内
外
（
天
井
の
各
部
分
の
高
さ
２
．
５
ｍ
以
上
の
ピ
ロ
テ
ィ
な
ど
含
む
）
に

設
け
る
最
小
幅
員

が
４

ｍ
を

超
え

、
一

箇
所

当
た

り
の

面
積

が
５

０
㎡

以
上

の
歩

行
者

の
た

め
の

空
間

で
あ

り
、

他
の
公

開
空

地
や

道
路

等
の

公
共

施
設

と
全

周
長

の
６

分
の

１
以

上
接

し
、

こ
れ

ら
の

空
地

、
施

設
と

の
高
低

差
が

１
．

５
ｍ

以
下

で
あ

る
も

の
。

た
だ

し
、

他
の

公
開

空
地

や
道

路
等

の
公

共
施

設
と

高
低

差
が
生

じ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
空
地
、
施
設
か
ら
直
接
出
入
り
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

②
有
効
な
公
開
空
地
面
積
の
算
定
 

有
効
な
公
開
空
地
面
積
は
、
公
開
空
地
面
積
に
下
表
に
示
す
係
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
数
値
の
合
計
と
す
る
。
 

係
数
 

形
態
 

幅
員

4
ｍ
以
下
の
部
分
 

幅
員

4
ｍ
を
超
え
る
部
分
 

歩
道
状
空
地
・
貫
通
通
路
 

１
．
５
 

１
．
０
 

広
場
状
空

地
 

―
 

１
．
０
 

③
配
置
等
 

公
開

空
地

は
、

適
切

に
修

景
、

緑
化

し
、

周
辺

商
店

街
の

街
並

み
の

連
続

性
の

確
保

お
よ

び
、

防
犯

面
に

十
分

配
慮

し
て

配

置
す
る
。
 

(
ハ
)
 

敷
地
面
積
 

５
０
０
㎡
以
上
 

２
０
０
０
㎡
以
上
 

５
０
０
㎡
以
上
 

(
ニ
)
 

敷
地

内
に

整
備
す

る
都

市
環

境
の
向

上
に

寄
与

す
る
公

開
空
地
の
条
件
 

①
有

効
な

公
開

空
地

面
積

の
敷

地
面

積

に
対
す
る
割
合
：
１
．
５
／
１
０
以
上

 

②
広
場
状
空
地
を
設
け
る
こ
と
 

①
有

効
な

公
開

空
地

面
積

の
敷

地
面

積
に

対
す
る
割
合
：
３
／
１
０
以
上
 

②
貫
通
通
路
を
設
け
る
こ
と
 

①
有

効
な

公
開

空
地

面
積

の
敷

地

面
積
に
対
す
る
割
合
：
１
．
５
／
１

０
以
上
 

鎌
倉

A
住

商
A

－
３
－
 

－
1
0
－
 

(
ホ
)
 

高
さ
の
最
高
限
度
 

４
５
ｍ
 

６
０
ｍ
 

３
１
ｍ
 

 別
表
第
２
（
日
照
に
配
慮
し
た
住
環
境
の
形
成
を
図
る
、
中
高
層
の
建
築
物
に
つ
い
て
の
形
態
の
制
限
）

 

（
１
）
 

（
２
）
 

（
３
）
 

地
区
区
分
 

商
業

地
区

Ｃ
の

う
ち

鎌
倉

通
り

の
中

心
以

西
の

区

域
、

商
業

地
区

Ｄ
、

鎌
倉

通
り

地
区

Ａ
、

鎌
倉

通
り

地
区
Ｂ
 

（
近

隣
商

業
地

域
、

第
１

種
住

居
地

域
、

第
１

種
中

高
層
住
居
専
用
地
域
で
指
定
容
積
率

3
0
0
％
の
区
域
）
 

住
商
共
存
・
協
調
地
区
Ａ
 

（
第

１
種

住
居

地
域

で
指

定

容
積
率

2
0
0
％
の
区
域
）
 

住
商
共
存
・
協
調
地
区
Ｂ
 

（
第

１
種

中
高

層
住

居
専

用

地
域

で
指

定
容

積
率

2
0
0
％

の
区
域
）
 

(
イ
)
 

敷
地

境
界

線
か

ら
の

水
平

距
離

が
５

ｍ
を

超
え

１
０

ｍ
以

内
の

範
囲

に
お

け
る

日
影
時
間
 

５
時

間
 

４
時
間
 

３
時
間
 

(
ロ
)
 

敷
地

境
界

線
か

ら
の

水
平

距
離

が
１

０
ｍ

を
超

え
る

範
囲
に
お
け
る
日
影
時
間
 

３
時

間
 

２
．
５
時
間
 

２
時
間
 

用
途

地
域

境
に

あ
わ

せ
て

、
区

域
境

界
を

修
正
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